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１．基本方針 

台東区では、生涯学習の推進をめざし、すべての区民が生涯にわたって自ら学習し、心の

豊かさや生きがいのある生活に取り組む学習環境づくりを進めている。社会教育センター及

び社会教育館は、子どもから高齢者までの多様な学習ニーズに応える学習の機会と場を提供

し、相談等に応じる地域の身近な施設である。そのため、社会教育センター及び社会教育館

は、生涯学習・社会教育に関する知識・経験を有する従事者を備え、区民の学習意欲に積極

的に応える、魅力ある学びの場を展開することを目的としている。 

また、清島温水プールは、区内施設唯一の温水プールであり、子どもから高齢者まで、多

くの区民にスポーツ振興及び健康増進の場として利用されており、安全かつ安心して利用で

きる施設運営を図ることが重要である。 

このため、指定管理者は、より効果的・効率的に区民サービスの一層の向上を推進すると

ともに、施設の有効活用を一層高めることにより、区民の生涯学習や生涯スポーツのさらな

る振興を図ることを目指すこととする。 

なお、管理運営にあたっては台東区基本構想、台東区長期総合計画、台東区教育大綱、台

東区教育目標基本方針、台東区生涯学習推進計画、台東区スポーツ振興基本計画、その他の

施策との整合性を図りながら、施設運営を行うこととする。 

 

加えて、社会教育センター及び社会教育館を一体的に運営することにより得られる、相乗

効果やメリットを最大限引き出すことを常に意識しながら、効果的・効率的な運用を行うこ

とが必要である。また、運営に際し地域ニーズの収集をはじめ、地域で利用可能な地域資源

を把握・整理し、地域との連携やコミュニティ形成・地域力強化を常に意識した管理運営を

行うこととする。特に、併設の施設との連携を深めた事業を行い、幅広い世代の利用者を取

り込んでいくこととする。 

    

２．基本事項 

（１）対象施設及び施設内容 

施設名称 所在地 

建物概要 

備 考 

延床面積 構造 施設内容（定員） 

社会教育センター 台東区東上野 

6-16-8 

1,689 ㎡ 

 

RC 造 ホール（130 名） 

 ピアノ、ステレオ、 

その他 

会議室（40 名） 

調理室（32 名） 

和室（20 名） 

平成 3年 4月開

設 

上野小学校と

併設  
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清島温水プール 1,906 ㎡ 

 

プール水槽は

ＦＲＰ製底昇

降装置付(可

動床) 

２５ｍ×７コース 

・男子、女子更衣室 

・多目的更衣室 

・監視員室 

・事務室 

社会教育セン

ター内 

地下１階  

千束社会教育館 台東区浅草 

4-24-13 

579 ㎡ RC 造 ホール（50 名） 

ピアノ、ステレオ、 

その他 

会議室（45 名） 

和室（25 名） 

昭和 40 年 4 月

開設 

区立千束小学

校 3 階 

階段昇降機有 

根岸社会教育館 台東区根岸 

5-18-13 

567 ㎡ SRC 造 ホール（60 名） 

 ピアノ、ステレオ、 

その他 

第 1 会議室（40 名） 

第 2 会議室（30 名） 

和室（40 名） 

昭和 47年 10月

開設 

都営住宅 14 階

建 1 階 

根岸図書館と

併設 

今戸社会教育館 台東区今戸 

2-26-12 

527 ㎡ SRC 造 ホール（50 名） 

 ピアノ、ステレオ、 

その他 

第 1 会議室（30 名） 

第 2 会議室（40 名） 

和室（30 名） 

昭和 52年 11月

開設 

今戸住宅 11 階

建 2 階 

待乳保育園と

併設 

小島社会教育館 台東区小島

1-5-5（予定） 

494 ㎡ 

 

RC 造 ホール（100 名） 

ピアノ、ステレオ、 

その他（予定） 

第 1 会議室（20 名） 

第 2 会議室（40 名） 

第 3 会議室（34 名） 

令和 10 年度 

開館（予定） 

台東小島ビル 4

階 

 

 

 

（２）開館時間・休館日 

各施設の開館時間・休館日は、以下のとおりとする。（年末年始は 12/29～1/3） 

施設名 社会教育センター 
千束 

社会教育館 

根岸 

社会教育館 

今戸 

社会教育館 

小島 

社会教育館 
清島温水プール 

開館時間（休

館日を除く） 

9：00～22：00  

第 1・3・5月曜日

（13：00～22：00）       

9：00～22：00 

月曜日（13：00～22：00） 
9：00～21：00 

休館日 

年末年始 

第 1・3・5月曜日

（9：00～12：00） 

年末年始、祝日 

月曜日（9：00～12：00） 

年末年始 

第 1・3・5月曜

日 
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管理運営上やむを得ず保守管理のための日程が必要なときは、事前に教育委員会の承認を得て、休 

館日を設定することができる。 

 

（３）指定期間 

   ①社会教育センター、千束社会教育館、根岸社会教育館、今戸社会教育館、 

清島温水プール 

    令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間 

 

  ②小島社会教育館 

    令和１０年度（予定）から令和１４年３月３１日まで 

 

  ※開館及び休館に伴う必要な準備についても行うこととする。 

 

 ※指定期間中に対象施設及び運営内容の変更等があった場合は、別途指定管理料等の 

協議を行う。 

 

３．施設の運営に関する業務 

（１）社会教育センター及び社会教育館の管理運営 

①利用料金及び利用区分 

   利用料金及び利用区分は、下表の金額以下とする。 

施設名／利用時間 

午前 午後 夜間Ⅰ 夜間Ⅱ 全日Ⅰ 全日Ⅱ 

9:00～

12:00 

13:00～

17:00 

18:00～

21:00 

18:00～

22:00 

9:00～

21:00 

9:00～

22:00 

社会教育

センター 

ホール 3,300円 4,000円 4,600円 6,100円 11,900円 12,800円 

会議室 1,800円 2,400円 2,500円 3,300円 6,700円 7,500円 

調理室 1,800円 2,400円 2,500円 3,300円 6,700円 7,500円 

和室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

千束社会

教育館 

ホール 2,200円 2,700円 3,100円 4,100円 8,000円 8,600円 

会議室 1,800円 2,400円 2,500円 3,300円 6,700円 7,500円 

和室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

根岸社会

教育館 

ホール 3,300円 4,000円 4,600円 6,100円 11,900円 12,800円 

第 1会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

第 2会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

和室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 
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今戸社会

教育館 

ホール 2,200円 2,700円 3,100円 4,100円 8,000円 8,600円 

第 1会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

第 2会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

和室 1,800円 2,400円 2,500円 3,300円 6,700円 7,500円 

小島社会

教育館 

（予定） 

ホール 3,300円 4,000円 4,600円 6,100円 11,900円 12,800円 

第 1会議室 600円 800円 900 円 1,100円 2,300円 2,500円 

第 2会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

第 3会議室 1,200円 1,600円 1,700円 2,200円 4,500円 5,000円 

・区外区分の利用者が利用するときは上記の表の金額を１.５倍の設定とする。 

・以下に該当する場合には、利用料金を減額又は免除する。 

 詳細については、台東区施設使用料減免統一要綱に準ずる。 

・指定管理期間中に利用料金の変更等があった場合は、別途指定管理料の協議を行う。 

 

減免・免除対象者 

利用する団体 利用料金 

国、地方公共団体その他公共的団体が、公共の福祉のために利用するとき 免除 

社会教育関係団体として教育委員会に登録された団体がその本来の目的と 

する活動のために利用するとき 
５割減額 

その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき 減額又は免除 

 

②施設の利用管理に関すること 

     施設の利用管理にあたっては、東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条

例及び同規則のほか、台東区立社会教育センター及び社会教育館運営要綱に基づくこ

ととする。現在、公共施設予約システムによる運用を行っており、引き続きこのシス

テムによる運用を行うこととする。なお、システム本体の管理及びメンテナンスは、

区において行う。 

 

③受付業務 

受付業務従事者は、常に言葉遣い、態度、服装等にも細心の注意を払ったうえ、以

下の対応を行う。また、予約及び利用の受付方法等の詳細に関しては、教育委員会が

示す手順に従うこととする。 

ア．来館者及び見学者等への必要な対応（施設の案内等)を行うこと。 

イ．予約状況の案内及び電話対応等を行うこと。 

ウ．利用者登録及び利用受付等を行うこと。（公共施設予約システムの操作を含む。） 

エ．講座・教室等の受付業務を行うこと。 
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オ．混雑時の利用者の整理、誘導、案内及び安全確保をすること。 

カ．障害者・高齢者等の来館者の補助及び案内業務を行うこと。 

 

④利用者登録 

施設を利用できる者は下表のとおりとする。 

区内 

・区内在住、在勤又は在学者である個人 

・代表者が区内在住、在勤又は在学者であり、構成員の５割以上が 

区内在住、在勤又は在学者である２人以上の団体 

区外 ・区内利用者に該当しない個人または２人以上の団体 

いずれも施設の利用にあたっては、事前に｢利用者登録｣が必要になるため、登録の

受付及び登録事務を行うこととする。なお、各施設において営利目的とした事業等の

利用は、不可としている。 

 

⑤利用受付等 

各施設は、社会教育関係団体の利用が優先であるため、下記のとおり利用予約受付

を行うこととする。 

対象団体 予約受付（各施設） 

社会教育関係団体 

利用日の４ヶ月前の１５日から利用日の当日まで 

ただし、初日のみ抽選予約 

（抽選日が休館日と重なった場合は翌日） 

その他の区内 
利用日の３ヶ月前の１８日（１月のみ２２日）から利用日の当日

まで 

区外 利用日の２ヶ月前の１日から利用日の当日まで 

・施設の予約状況を確認し、利用しようとする者から利用申請書兼利用料金減額・免除

申請書及び利用料金を収受し、利用承認書兼利用料金領収書を発行すること。なお、

利用料金の収受は適切に行うこと。 

・利用者が施設を利用するときは、利用者が提示する利用承認書兼利用料金領収書の内

容を確認し、施設の利用を許可する。なお、利用許可等の手続に係る事務は迅速に処

理すること。また施設の利用にあたっては、区民の平等な利用の確保に努めること。 

・利用者が利用の取消しを申し出たときは、利用取消申請書兼利用料金還付申請書を提

出させ、次の区分に従いその可否を決定し、利用取消承認書兼利用料金還付承認書を

申請者に交付するとともに、利用料金を還付すること。 

・利用者が利用の変更を申し出たときは、｢利用変更処理マニュアル｣に基づいて処理す

ること。 
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還付区分 還付する額 

利用者の責に帰さない理由により利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額 

施設を利用中に利用者の責に帰さない理由により利用を中止した場合に

おいて、利用承認を受けた時間の３分の２を経過しないとき 

既納の利用料金の５割

相当額 

利用者が利用日の２月前までに利用の取消しを申し出たとき 既納の利用料金の全額 

利用者が利用日の１５日前までに利用の取消しを申し出たとき 
既納の利用料金の８割

相当額 

利用日の７日前までに利用の取消しを申し出たとき 
既納の利用料金の５割

相当額 

前各項のほか、指定管理者が必要と認め、教育委員会にその承認を得た

とき 

指定管理者が教育委員

会の承認を得て定める

額 

 

⑥千束社会教育館の昇降機利用の介助 

千束社会教育館の階段昇降機の利用にあたっては、安全確保のため職員が介助として

付き添うこととする。 

 

（２）清島温水プールの管理運営 

①利用料金及び利用区分 

利用料金及び利用区分は以下のとおりとする。 

個人利用 

区   分 当日券 
回数券 

（１１枚） 

定期券 

１ヶ月 

定期券 

３ヶ月 

定期券 

６ヶ月 

一般 500 円 5,000円 5,000 円 12,000円 21,000 円 

3歳～高校生

等相当年齢以

下の者（注） 

200 円 2,000円 2,000 円 4,800円 8,400 円 

65歳以上 250 円 2,500円 2,500 円 6,000円 10,500 円 

障害者 無料 無料 無料 無料 無料 

（注）高校生等相当年齢以下の者とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。以下同じ。 

※ 入場から２時間を１回の利用区分としたうえで、１時間ごとに５分間の休憩時間を設け

る。なお、着替えの時間や休憩時間を考慮し、遊泳時間が実質２時間になるような運用

を行う。 
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※ また、延長利用ができるように、下記のとおり延長料金を設定する。 

区   分 当日券(1時間) 回数券(1時間) 定期券1ヶ月 定期券3ヶ月 定期券 6ヶ月 

一般 250円 250円 無料 無料 無料 

3歳～高校生

等相当年齢以

下の者 

100円 100円 無料 無料 無料 

65歳以上 100円 100円 無料 無料 無料 

 

団体利用  

利 用 枠 9：00～11：00 11：30～13：30 14：00～16：00 16：30～18：30 

料 金 20,000円 20,000 円 25,000 円 25,000円 

   区外団体利用の場合は、区内団体利用の１．５倍の利用料金とする。 

 

以下に該当する場合には、利用料金を減額又は免除する。 

利用する団体／個人 利用料金 

・区・教育委員会が行政目的のために、又は区立小学校、中学校及び幼稚園が教

育計画に基づき利用するとき 

・区内の私立幼稚園・保育所が利用するとき 

・教育委員会が特に必要があると認めた事業において清島温水プールを利用する

とき 

・区内に住所又は勤務先を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する介護給付費等

を支給する旨の決定を受けたもの及びこれらの者の介護者が施設を利用する

とき（貸切で利用する場合を除く） 

 

 

 

免除 

 

   

 

・教育委員会が所掌する財政援助を受ける体育団体が当該体育団体の本来の目的

とする大会及び部員又は会員のために利用するとき 

・区が出資している財団法人が利用するとき 

・区内に住所又は勤務先を有する６５歳以上の者が利用するとき 

・区外利用者が、教育委員会との協議を経て区民向けの体育振興事業を実施する

とき 

５割減額 

 

②施設の利用管理に関すること 

  清島温水プールの利用管理については、東京都台東区体育施設条例及び同行施行規則、

東京都台東区体育施設運営要綱に基づくこととする。なお、公共施設予約システムによ
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る管理は行わない。 

 

③受付業務 

  受付業務については社会教育センター及び社会教育館の内容に準拠することとする。 

 

④利用登録 

ア．団体登録 

貸切で利用できる団体とは、構成員が３０名以上で、かつ７割以上が区内に在住・

在勤・在学の者で構成され、清島温水プールに登録する団体とする。なお、営利を目

的に清島温水プールの利用を希望する団体は登録できないものとする。 

 

イ．減額・免除利用登録 

台東区内に在住・在勤もしくは在学する者のうち、満６５歳以上の者については、

事前に清島温水プールに利用登録することにより減額利用ができるものとする。また、

台東区内に在住・在勤もしくは在学する障害者については、事前に清島温水プールに

利用登録することにより無料で利用ができるものとする。 

 

⑤貸切利用受付 

貸切利用については利用月の３ヶ月前に抽選等により貸切利用枠を確定する。なお、

貸切の利用申請が、利用日の１ヶ月前までに為されない場合は、貸切利用を個人利用に

変更することができるものとする。 

また、施設の貸切利用にあたっては、区民の平等な利用の確保に努めることとし、清

島温水プールを貸切で利用できる日は、東京都台東区体育施設運営要綱第６条及び別表

２のとおりとする。 

貸切利用者が、利用の取消しを申し出たときは、利用取消申請書兼利用料金還付申請

書を提出させ、下表の区分に従いその可否を決定し、利用取消承認書兼利用料金還付承

認書を申請者に交付するとともに、利用料金を還付することとする。 

 

還付区分 還付する額 

利用者の責に帰さない事由により清島温水プールを利用できなくな

ったとき 
既納の利用料金の全額 

利用者が利用日の２ヶ月前までに利用の取消しを申し出たとき 既納の利用料金の全額 

利用者が利用日の１５日前までに利用の取消しを申し出たとき 
既納の利用料金の８割

相当額 
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清島温水プールを利用中であって東京都台東区体育施設条例第１２

条の２第２項第１号の事由によりその利用を中止した場合において、

利用承認を受けた時間の３分の２を経過しないとき 

既納の利用料金の５割

相当額 

利用開始の日の７日前までに利用の取消しを申し出たとき 
既納の利用料金の５割

相当額 

 

⑥プール運営業務 

 ア．全般的な運営管理について 

   プールの運営・管理業務の実施にあたっては、安全第一を心掛け、区民ニー

ズに対応したきめ細やかなサービスを心掛けるとともに、特に事故の発生防止

や、水質及びプールサイド等の衛生管理に十分留意し、利用者がいつでも快適

に利用できる環境づくりに細心の注意を払うこととする。また、国の「プール

の安全標準指針」、東京都の「プール等取締条例」及び「同条例施行規則」、及

び保健所の指導を遵守して運営を行うとともに、以下のとおり、責任者及び副

責任者・衛生管理者・監視員・救護員を配置することとする。 

a．責任者及び副責任者 

   責任者は、プール事業の運営、施設の安全、衛生面等に関する全般的な責任

を負うほか、安全管理、衛生管理や必要な届出等に関する責任を負うものとす

る。また、責任者が不在の場合は、副責任者が責任者の業務を代行することと

する。 

なお、責任者及び副責任者については、次の（a）～（c）のいずれかの資格を   

持つ者とする。 

（a）水泳指導管理士（公益財団法人日本スポーツ施設協会） 

（b）救急法救急員又は水上安全法救助員（日本赤十字社） 

（c）その他公的な機関や公益法人の資格を有する者で、上記有資格者と同等の能 

力を持つと教育委員会が認める者 

 

b.衛生管理者 

   水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プー

ル管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設内の衛生管理

にあたることとする。 

     なお、衛生管理者については、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛

生に関する講習会等を受講し、かつ、これらに関する資格を取得している者とす

る。 
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   c.監視員 

    プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行うと

ともに、事故等の発生時における救助活動を行うこととする。 

    なお、監視員については、１８歳以上で５００ｍ以上の泳力を有し、心身ともに 

健康な者をもって充てることとする。また、毎年、公的な機関や公益法人等の実施

する救助方法及び応急手当に関する講習会等を受講した者とすることとする（これ

らに関する資格を取得した者とすることが望ましい）。 

 

   d．救護員 

    プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護にあたることとする。 

    なお、救護員については、毎年、公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓

練を受講した者とすることとする（これらに関する資格を取得した者とすることが

望ましい）。 

 

イ．監視ポイント（１ポイントは１人以上） 

監視室（１ポイント）、プール場内（２ポイント）、受付（１ポイント）の合計（４ポ

イント）以上とし、男女混合で配置することとする。ただし、混雑状況に応じて５ポイ

ント以上配置する。 

 また、子供向けプール教室実施時は、上記に加え、教室担当の監視員を 1名配置する

こととする。 

 

ウ．業務内容 

   a．監視業務 

施設内での事故を未然に防止するため、利用者の安全を第一に、プール場内での監視を

厳密に行うこととする。なお、監視業務上の一般事項として以下の業務を行うこととす

る。 

(a)監視員は、常に人命救助に関する知識と技能を高めるよう努めること。また、全ての

監視員を対象に、事前に安全教育、心肺蘇生法及びＡＥＤ操作の実技研修を実施し、研

修修了者に限り監視業務に従事させること。また、３か月に１回、心肺蘇生法に関する

研修を実施すること。加えて、１日の業務終了後もしくは開場前にミーティングを行い、

心肺蘇生法やＡＥＤ操作等のフローチャートのチェックを行うほか、監視内容等の検討

を重ねること。 

(b)監視員は、入場者に対し全身シャワーを行わせ、また、準備体操の実施を促すこと。

また、事故防止のため、入場者に対し場内禁止事項を周知し、禁止事項に抵触する行為

をする利用者に対しては、直ちに厳しく指導すること。     



 

- 12 - 

(c)休憩時間等を用い、利用者に対しプール利用の注意事項等を周知すること。   

(d)事故防止のため、危険な事案を発見したときは適切な処置を講じること。 

(e)開場前及び休憩時間中に必ず水底を検査し、異物の除去等をすること。  

 

b．巡回業務 

(a)開場中は更衣室等を巡回し、盗難その他の事故防止に留意すること。 

(b)入場者にはロッカーの取扱いについて指導するとともに、鍵類の紛失防止を促すこと。 

(c)ロッカーキー紛失時、マスターキーの取扱いには十分注意し、帳簿類への記帳を確実

に行うこと。 

 

c．水質管理業務 

指定管理者は国が定める「遊泳用プールの衛生基準」に基づきプール水の検査を行う

とともに、下記の項目に注意し適切にプール水を管理することとする。 

(a)監視員は、一定時間ごと（１回／１時間）に残留塩素濃度、室内温度、水温等を測定

し記録保管すること。 

(b)指定管理者は、水質の異常に気付いたときは、速やかに「遊泳用プールの衛生基準」

に基づく措置を講じるとともに、教育委員会及び保健所に報告すること。 

 （参考）遊離残留塩素濃度 ０．４～１．０ｍｇ／Ｌ 

(c)室内、プール水、採暖室の温度を測定し、適切な温度管理を行うこと。 

（参考）水温２９℃～３１℃、室温は水温＋１～２℃ 

(d)プール水底の汚物や異物の除去を行うこと。 

 

（３）共通事項 

①必要な人員の配置 

ア．管理運営体制及び従事者の確保 

本施設を管理運営するために必要な業務執行体制及び適切な業務を遂行できる人員を

確保することとする。また、労働基準法を遵守し、管理運営を効果的・効率的に行う

ため、次の区分の業務形態にあった適正な人員配置を行うこととする。 

 

配置する担当職員 

施設名 区分 担当 

社会教育センター 

清島温水プール 

責任者 施設全体の総責任者 

副責任者 
責任者の補助、生涯学習推進事業及び自主事業の

統括 

教育主任 
生涯学習推進事業及び自主事業における講座の

企画･運営、学習相談、区民活動支援等 
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受付 案内、登録、受付、料金収受等 

設備担当 施設の設備管理 

各社会教育館 

責任者 施設の責任者 

教育主任 
生涯学習推進事業及び自主事業における講座の

企画･運営、学習相談、区民活動支援等 

受付 案内、登録、受付、料金収受等 

※ 施設及び区分間の兼務は可能だが、職務に支障がないこと。ただし、教育主任については、 

 各施設に専任の従事者を配置すること。必要に応じて、社会教育センター及び社会教育館 

 に教育主任を補佐する事業担当者を配置できるものとする。事業担当者の職務内容につい 

ては、上表に掲げる教育主任の職務内容と同等とする。 

※ 従事者の配置にあたっては、人材の効率的な活用とサービス品質の統一を図ること。 

※ 設備担当者は、各社会教育館も含め、設備の巡回点検、トラブル時の緊急対応を行うこと。 

※ 教育主任及び事業担当者は、下記の a～cのいずれかに該当する者とする。 

a. 社会教育主事講習修了者（社会教育士を含む）または教育職員免許法に定める教育職員

の普通免許状を有し、３年以上の教育に関する職務経験を有する者 

b．文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職または事業に３年以上あった者 

c．その他社会教育に関する知識経験（a・bと同等程度）を有する者 

 

イ．人事報告 

a．全従事者の名簿（氏名・従事施設名・勤務形態・資格免許等を記載）を提出する

こととする。 

b．業務を履行するにあたり、業務分担ごとに責任者を定めるとともに、組織体系を

策定し、提出することとする。 

c．人事異動があった場合も同様とすることとする。 

 

ウ. 研修 

本施設従事者に接遇研修及び多文化共生研修、ユニバーサルデザインに関する研修

など業務ごとの研修等を適宜行うこととする。 

 

②利用者支援業務 

     指定管理者は、施設の円滑な利用を促進するため、利用者からの施設の利用に関して

の問い合わせや相談及び質問に対応するとともに、電話による問い合わせや施設見学等

に対応することとする。 

 

③用具等貸出業務 

指定管理者は、利用者の活動等の便宜を図るために、本施設の備え付けの備品等を必
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要に応じて貸し出すこととする。また、利用者の利便性を重視し、初心者など用具等の

使用方法がわからない者への支援を行うこととする。 

 

④生涯学習・社会教育・スポーツ活動に関する資料の収集及び学習情報・スポーツ情報 

の提供 

指定管理者は、生涯学習・社会教育・スポーツ活動に関する資料の収集及び施設のＰ

Ｒや情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体を作成し、配布等を行うことと

する。また、媒体の作成にあたっては、教育委員会と協議のうえ作成することとする。 

なお、配布の際は、社会教育センター所長名による配付依頼文を作成し添付すること

とし、必要に応じて各施設に直接出向いて趣旨の説明等を行うこととする。ただし、町

会への配布物については、区の課長名による依頼文が必要であるため、教育委員会に申

し出ることとする。 

ア．生涯学習、社会教育、スポーツ活動に関する情報収集と提供 

イ．インターネットのホームページの適切な運営及び更新等 

ウ．施設案内リーフレットの作成及び配布 

エ．各事業のチラシ等の作成及び配布 

オ．事業概要等、本施設の業務等を紹介する資料の作成及び配布 

 

⑤利用者の生涯学習・社会教育・スポーツ活動に対する指導、助言及び相談に関すること 

利用者の様々な活動を支援するため、必要な指導及び助言を与えるとともに、窓口、

電話、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ等による各種問合せや相談に対応することとする。 

 

⑥関係機関及び団体との連携に関すること 

社会教育関係団体その他区内において生涯学習推進事業を行う機関及び団体と、必要

に応じて連絡及び調整をすることとする。 

 

    ⑦サービスの向上に関すること  

定期的に、地域住民や利用者の意見、要望を聴取する場を設け、運営に反映させ、サ

ービスの向上に努めることとする。 

    

（４）その他業務 

①急病、遺失物及び拾得物の対応 

 ア．急病等 

本施設の利用者、来場者等の急な病気、けが等に対応できるよう、対応マニュアル

を作成することとする。また、緊急時には近隣の医療機関等の指示のもと、適切な対
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応を行うとともに、初動対応後直ちに教育委員会に報告することとする。 

イ．遺失物及び拾得物 

施設内で遺失物・拾得物を発見した場合は、拾得物保管表に記入し、保管すること

とする。 

特に、貴重品類は必ず事務所にて保管すること。また、遺失物及び拾得物の返却に

ついては、遺失物及び拾得物の内容確認並びに本人確認を身分証明書等により行うこ

ととする。 

 

② 防災等危機管理業務 

ア．防犯・防火・防災体制を整えること。 

イ．防火管理者を選任し､その届出を管轄消防署に行うこと。 

ウ．社会教育センター・清島温水プールにおいては、自衛消防技術認定証を有する者を 

計３名以上おくこと。 

エ．次の事態が発生したときは、迅速かつ的確に対応し、初動対応後直ちに教育委員会、 

警察、消防等への連絡を行うこと。 

・自動火災感知設備が作動した場合 

・地震等緊急事態の発生した場合 

・事故､事件発生及び急病人が発生した場合 

    オ．その他 

・危機管理業務遂行に必要な法令上の資格の取得､講習及び訓練等責任をもって行う

こと。 

 

③ 感染症対策 

ア．指定管理者は、区や保健所と連携し、予め対応方針を定め、日頃から、感染症対策 

   に努めること。 

イ．感染症の発生や疑いがある場合は、速やかに区、保健所等に連絡し、必要な措置 

を講じるほか、二次感染を防ぐこと。 

④ 総合調整業務 

   指定管理者は、本施設の管理運営にあたって、その業務の一部を外部委託する場合

であっても、効果的・効率的かつ、施設の効用が最大限発揮される管理運営を実現す

るため、全ての業務にわたって総合的な調整を行うとともに、委託業者等に必要な指

導等を行うこととする。 

 

４．施設の維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 
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指定管理者は、施設を適切に管理運営するために、日常的に点検を行い、仕上げ材の

浮き、ひび割れ、はがれ、かび等が発生しない状態を確認し、かつ美観を維持すること

とする。また、指定管理者は、利用者が施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設

の予防保全に努め、建築物等の不具合を発見した際には、速やかに教育委員会に報告す

ることとする。  

なお、指定管理者は、予め次年度に必要となる施設の保全計画を作成し、教育委員会

に提出することとする。 

 

（２）設備機器管理業務 

①社会教育センター及び社会教育館 

指定管理者は、施設の各設備の機能を維持するとともに利用者が安全かつ快適に施設

を利用できる良質な環境を提供することとする。業務にあたっては、確実性、安全性、

経済性及び環境への影響に配慮するとともに、正常に機能しないことが明らかになった

場合には適切な方法により対応を行い、教育委員会へ報告することとする。 

なお、管理上必要な資格等は、指定管理者が有するか又は業務委託等により対応する

ほか、各種届出業務においても同様に適切に対応することとする。 

また、以下の業務については、別紙基準を最低基準とし、効果的・効率的に実施する

こととする。 

・エレベーター保守点検業務 

・遠方監視業務及び自動制御機器保守点検業務 

・防火対象物定期点検業務 

・消防設備保守定期点検業務 

・自動ドア保守点検業務 

 

②清島温水プール 

指定管理者は、清島温水プール施設設備の機能を適切に維持するとともに、利用者が

安全かつ快適にプールを利用できる良質な環境を提供することとする。業務にあたって

は、確実性、安全性、経済性及び環境への影響に配慮するとともに、正常に機能しない

ことが明らかになった場合には適切な方法により対応を行い、また、直ちに教育委員会

へ報告することとする。 

ア．日常点検・修理業務 

       指定管理者は、設備の日常点検を行い、必要に応じ適宜整備を行うこと。特に、

毎日のプール利用時間前後及び利用中の定時ごとに、目視、触診及び打診によって、

排（環）水口の蓋等がネジ、ボルト等で正常な位置に堅固に固定されていることを

点検することとする。また、点検及び整備内容、正常に機能しない際の対応等につ
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いて、適切に記録を作成し常に閲覧できる状態にすることとする。なお、周期的な

消耗品の取り替え、部品交換等の小修理、粉塵等の除去・清掃を行い美観の維持に

努めることとする。 

 

イ．定期点検・整備業務 

各設備に対して法定点検及び性能・機能保持のため、年１回以上運転中の機器を停 

止し、外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務を行うこととする。 

なお、点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を作成し常に閲

覧できる状態にすることとする。 

水圧シリンダー式プール床昇降装置については以下の箇所を参考にし、適宜点検 

を行なうこととする。 

保守点検等 

水圧制御装置（水圧シリンダー・水圧ポンプの開放点検、水圧ユニット・分

岐ブロックの開放取替）、電気制御機器(操作盤)、ダイバーによる点検作業、

可変床構造体（ＦＲＰ床材・取付リベット・ローラー等）、水深検出器の開放

取替（水中あるいは水抜き時）、水圧制御機器等 

 

ウ．立会業務 

各種法令等に基づいて行われる官公庁立ち入り検査に立ち会い、検査官から指摘さ

れる事項について処理を行うとともに、検査官からの質間、指摘等に対し的確な応答

を行うこととする。 

また、修理、改良工事等の場合は、教育委員会と協議のうえ、専門業者等の作業に

立ち会い、作業内容の把握、異常の発生防止、不具合の早期発見に努めることとする。 

 

（３）備品管理業務 

① 備品の管理 

指定管理者は、現在施設にある備品を使用することができる。また、指定管理者が

自らの負担で備品を購入することも可能であるが、その場合は、教育委員会の備品と

区別できるように管理することとする。ただし、指定管理者が、管理運営経費により

備品を購入したときは、教育委員会に属することとする。 

指定管理者は、備品台帳により、備品を良好な状態で管理し、購入及び廃棄等の場合

は、教育委員会に報告することとする。 

 

② 備品台帳（教育委員会に属する備品） 

備品の管理にあたっては、備品台帳により確実に行うこととする。（備品台帳には、

品名、規格、金額、数量、購入年月日等を記載すること。） 

なお、備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使
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用に耐えるもので、定価３０，０００円以上(消費税込み、定価のないものは購入価格)

の物品をいう。 

 

③ 備品の購入 

管理運営経費により備品を購入する場合は、その品目、購入価格及び利用目的につ

いて、予め教育委員会の承認を受けなければならないこととする。また、年度末にお

ける備品購入経費の執行額が、収支予算に計上した金額の９０％に相当する金額を下

回った場合は、未執行額について、教育委員会に返還するものとし、年度の途中にお

いて収支予算に計上した金額を超える場合は、協議事項とする。 

 

④ 物品の貸出 

  区の備品を有効活用するため、各施設にある備品について、区の他部署から貸与の

申し出があった場合は、「社会教育センター等指定管理者の物品貸出について」に従い

対応することとする。 

 

（４）清掃業務 

   ①社会教育センター及び社会教育館 

     清掃業務を実施し､施設の良好な維持に努める。 

ア．社会教育センター（社会教育センター・清島温水プール） 

・対象部分内訳（参考数値㎡） 

１階 ２階 ３階 ４階 屋階 地下１階 

471.08㎡ 対象外 364.89㎡ 385.29㎡ 140.14㎡ 2,233.88㎡ 

※地下１階 2,233.88 ㎡(共用部分 672.29㎡) うち、プール場内はプール場内清掃業

務を参照のこと。 

 

イ．社会教育館（参考数値㎡） 

千束社会教育館 根岸社会教育館 今戸社会教育館 小島社会教育館 

579㎡ 567㎡ 527㎡ 494㎡ 

 

－清掃共通項目－ 

a．日常清掃及び定期清掃により、社会教育センター等の清掃管理を行うこと。 

b．業務を遂行するために必要な人員及び必要な機材等を確保すること。 

c．作業回数、清掃内容については、別紙基準（清掃業務）を最低基準とし、効果的・ 

   効率的に実施すること。また、建物の内外においても随時巡回し、必要に応じて 
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   清掃すること。 

d． 作業は公共施設に適した方法により、特に利用者に不快感を与えないように行い、  

かつ作業にあたっては、誠実に実施すること。 

e．清掃作業中に施設器具等を損傷又は紛失した場合は、速やかに修復又は弁済する     

こと。 

f．作業上で事故が発生した場合、臨機の措置をとるとともに、教育委員会に報告す 

ること。 

 

②清島温水プール 

指定管理者は、清島温水プール施設について、良好な環境衛生、美観の維持に心掛

け、施設としての安全かつ快適な空間を保つよう清掃業務を実施することとする。な

お、清掃はできる限り利用者の妨げにならないように実施することとし、施設内を細

部にわたり清掃することにより、破損個所及び破損の恐れのある箇所を事前に発見す

るように努めることとする。 

清掃箇所 

プール水槽及びプールサイド、採暖室、監視室、医務室、倉庫、器具
庫、多目的更衣室、男女更衣室(下足箱を含む)、シャワー室、洗面所、
便所、その他 

 

ア．プール水槽(年２回) の清掃内容 

・プール水抜き後、プールの側面、プール昇降床及びプール昇降床裏面を清掃する 

こと。 

・清掃は、デッキブラシ等の適切な用具で行い、汚れの程度に応じて洗剤等を用い、

汚れを除去すること。 

 

イ．その他 

年末清掃については移動可能な備品をすべて移動したうえで、通常より細部まで

実施すること。また、地下１階のプール場内以外については社会教育センターに準

じて効果的・効率的に実施すること。 

 

（５）環境衛生管理業務 

  ①社会教育センター及び社会教育館 

社会教育センタ－等の空調・衛生設備機器が正常に機能するように、別紙基準（空調・

衛生設備維持管理業務）を最低基準とし、効果的・効率的に実施することとする。 

ア．設備の故障などを認めた場合、応急処置を施し復旧させること。この時、通常の業

務範囲内においてできるものについては本修理・調整等を行う。 
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イ．本業務に必要な点検機材等は用意すること。 

②清島温水プール 

清島温水プール水の検査業務については、国が定める基準に基づき、以下の通り 

実施することとする。 

ア．プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度について毎時１回以上、水素イオン濃度・

濁度・過マンガン酸カリウム消費量・大腸菌及び一般細菌について毎月１回以上、

レジオネラ属菌について年１回以上実施すること。  

イ．水質検査は、１回２検体（プールの対角線上の２か所からプール水の採水）で実施

すること。 

ウ．水質検査の結果については、毎月の水質検査の都度、報告書を正副作成し関係機関

に提出すること。 

エ．検査のためのプール水の採水は、遊離残留塩素濃度の水質検査を除き、原則として

利用時間外に行うこと。 

 

（６）保安警備業務 

    指定管理者は、本施設内及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、機械警備等

を用いて利用者が安心して利用できる環境の確保のために保安警備業務を行うこととす

る。業務にあたっては、建物の利用目的、利用内容等を充分に把握するとともに、警備

業法、労働基準関係法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守することとする。また、機

械警備業務に関しては、別紙基準（機械警備業務）を最低基準とし、効果的・効率的に

実施することとする。 

 

（７）外溝管理業務 

指定管理者は、各施設の景観を保持するため、敷地内における施設の外構の清掃及び

地面、施設付属物等の維持管理を行うこととする。また、業務の実施にあたっては施設

の利用に影響のないように実施することとする。 

 

（８）廃棄物処理委託業務 

①各施設で発生したごみは、ごみシールを購入・貼付し、所定の期日及び場所に適切に

出すこととする。 

②施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、台東区の分別ルールに沿って 

適切に分別を行い、区が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化していくな

ど台東区の取組みを推進することとする。また台東区では台東環境マネジメントシステ

ム（Ｔ-ＥＭＳ）を構築し、環境配慮の取組みを実践しているため、本施設についても

公の施設として、協力することとする。また、必要に応じて、関係機関の査察を受け入
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れその他関係法令等を遵守することとする。 

 

（９）小破修繕 

施設及び備品等の修繕が必要な場合は、１件あたり５０万円（消費税込み）を超えな

いものについては指定管理者の負担で修繕を行うこととする。それ以外のものについて

は、協議事項とする。 

教育委員会が支払う管理運営経費には、年間２００万円を上限として予算の範囲内で

定める額を修繕費として計上するので、指定管理者はその中で修繕を行うこととする。

ただし、年度の途中においてこの額を超える場合は、協議事項とする。また、年度末に

おける執行額が、収支予算に計上した金額の９０％に相当する金額を下回った場合は、

未執行額について、教育委員会に返還することとする。 

 

５.生涯学習推進事業（各種学習講座）に関する業務 

 指定管理者は、区民の生涯学習のきっかけづくりと学びを通じたコミュニティ形成や団

体活動の活性化などを図ることを目的として、次に掲げる事業を教育委員会が実施を義務

付ける事業として、以下の基準に従い実施することとする。 

具体的な内容、実施方法及び実施時期等の詳細については、教育委員会と協議のうえ決

定する。教育委員会からテーマや内容について別途指示がある場合には、これに従うこと。 

対象者は、原則、区内在住・在勤・在学者としたうえで、講座の目的・内容により設定

することを可とする。受講料は無料とする。（教材費等の実費負担は可とする） 

講座の開催場所は、原則、社会教育センター及び社会教育館とするが、休館中の小島社

会教育館周辺地域においても、引き続き社会教育の振興を図るため、区南部地域の施設を

利用して一部の講座を実施する。また、社会教育センター・各社会教育館を開催場所とし

て使用できない場合には、教育委員会と協議のうえ実施場所を決定することとし、実施地

域に偏りがないように努めることとする。 

本業務に関する経費の執行額のうち、諸謝金及び運営費（（仮称）学びの仲間体験講座・

地域活動体験講座に係る支援費等）については、精算を行い、残額が生じたときは教育委

員会に返還するものとする。なお、諸謝金と運営費の間で流用する場合には事前に教育委

員会と協議することとする。 

下記に掲げる業務及び基準については、台東区基本構想、台東区長期総合計画、台東区

行政計画、台東区教育大綱、台東区教育目標基本方針、台東区生涯学習推進計画、その他

の施策との整合性を図るとともに、実施状況に応じた効果的な業務遂行を行うため、教育

委員会は指定管理者と協議のうえ、適宜必要な見直しを行うこととする。 

 

（１）台東学びのひろば 
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   実施は３期制（第１期：４～８月実施、第２期：９～１２月実施、第３期：１～３月実施）

とする。最終年度は次年度の計画を教育委員会と協議のうえ、立案しておくこととする。 

①（仮称）生涯学習スタート講座 

ア．目的 

区民に趣味・教養・健康・台東区の歴史や地域特性など、さまざまな学習の機会を提 

供することにより生涯学習の動機付けを図り、受講後も継続して自主的な生涯学習活動

に取り組むことを目的とする。 

 

イ．企画・運営 

・「趣味・教養等」の分野、「健康・福祉等」の分野、「台東区の歴史や地域特性等」の 

分野など、多様なテーマを取り入れること。 

・講師の謝礼は、教育委員会が設定する単価を参考に設定すること。 

 

ウ．予定実施回数  

１５講座 ６０回程度 

・１回を２時間とし、１講座あたり３回以上５回以下の連続講座とする。実施回数は、 

教育委員会と協議のうえ決定すること。 

    ・３講座は、区南部地域の施設を利用して実施し、開催地域に偏りがないように努める

こと。なお、小島社会教育館開館後の講座数は、利用施設の状況等を勘案し、教育委

員会と協議のうえ決定すること。 

 

②（仮称）我がまち先生講座 

ア．目的 

区民や地域で活動する団体等が講師となり、講座を通して受講者とともに学び合うこと

により、受講者に自主サークルの結成や既存団体等への加入を促し、学びを通したコミ

ュニティの形成や区民による学習循環を促進させることを目的とする。 

イ．内容 

・区内で活動する社会教育関係団体連合体による協力を得た講座を一部実施すること。 

 ・個人が講師となる場合は、原則区内在住・在勤・在学又は区内で活動を行っている人

とする。 

    ・団体が講師となる場合は、区内に在住・在勤・在学する５名以上で構成し、継続的に区

内で生涯学習活動を行い、区民の入会希望に応じられる団体（営利団体を除く）とする。 

・円滑な講座の実施のため、助手を原則２名程度つけること。 

・各館の教育主任は、必要に応じて講師等に助言を行うとともに、講師等の相互交流と

技能向上を図ることを目的とした研修会や交流会を実施するなど、講座の実施に向け
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て必要な支援を行うこと。 

・謝礼は、教育委員会が設定する単価を参考に設定すること。 

ウ．予定実施回数  

 １２講座 ９０回程度 

    ・１回を２時間とし、１講座あたり原則５回以上の連続講座とする。実施回数は、教育委

員会と協議のうえ決定する。 

 

③（仮称）学びの仲間体験講座 

ア．目的 

地域で活動するサークル等に、学習講座を企画･運営する機会を提供することにより、

団体活動の活性化を図るとともに、身近な地域でともに学習や活動をする仲間づくりを

促し、区民主体の「学び」を通した地域づくりを推進する。 

 

イ．内容 

・区内に在住・在勤・在学する５名以上で構成し、継続的に区内で生涯学習活動を行い、 

区民の入会希望に応じられる団体（営利団体を除く）とする。 

・企画･運営にあたっては、指導者等特定の者に依存することなく、団体構成員の多くが

携われるようにすること。 

・講座の企画・運営の実績がない又は少ない団体を選定すること。選定方法の詳細につ

いては、教育委員会と協議の上決定すること。 

・各団体が円滑に講座を実施できるよう、団体への助言・指導、研修会･交流会の実施等

の支援を行うこと。 

・謝礼は、教育委員会が設定する単価を参考に設定すること。 

 

ウ．予定実施回数  

    ４講座 １２回程度 

・１回を２時間とし、１講座あたり３回程度の連続講座とする。実施回数は、教育委員

会と協議のうえ決定する。 

 

④（仮称）現代課題講座 

ア．目的 

時代に即した現代的・社会的な課題について学ぶことにより、課題に対して当事者意

識を持ち課題解決へのきっかけづくり・意識喚起を図ることを目的とする。 

 

イ．内容 
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・区民や区民を取り巻く状況を踏まえ、時代的・社会的要請のあるテーマを設定するこ 

と。(例：多文化共生、デジタル社会、ＳＤＧｓ） 

     ・同一内容の講座を複数の会場で実施することも可とする。 

・謝礼は、教育委員会が設定する単価を参考に設定すること。 

 

ウ．予定実施回数  

      ５講座 ２０回程度 

･１回を２時間とし、１講座あたり３回以上の連続講座とする。実施回数は、教育委員会

と協議のうえ決定する。 

･１講座は、区南部地域の施設を利用して実施し、開催地域に偏りがないように努めるこ

と。なお、小島社会教育館開館後の講座数は、利用施設の状況等を勘案し、教育委員会

と協議のうえ決定すること。 

 

（２）台東区民カレッジ〔地域活動体験講座（地域活動参画型）〕 

ア．目的 

     趣味等を地域活動に活かすための知識や技術を学び、地域活動への参画を促すことを

目的とする。 

 

イ．内容 

・令和９年度から令和１１年度のテーマ及び各年度の詳細な実施内容については、教育

委員会と協議のうえ決定することとする。令和１２年度以降のテーマは、教育委員会

と協議のうえ決定し、３年を目途に変更していく。 

     ・受講後の地域活動を想定した活動体験を講座内に取り入れること。 

    （例：生涯学習ボランティア、自主サークル、市民活動） 

    ・受講者による団体を結成し、地域での活動を広げていきたいという要望があった場合 

には、講座終了後３ヶ月程度は、団体運営支援（打合せのための会議室の貸出し・打 

合せ時における教育主任の参加）を行うこと。 

    ・地域活動における区内の担当課との連携が必要な場合、教育委員会への事前相談を経

たうえで、当該部門との打ち合わせを実施すること。なお、団体運営支援にあたって

は、受講者による自主的な活動を目指して、適宜教育委員会と協議しながら学習相談

等の必要な対応を行うこと。 

     ・同一内容の講座を複数の会場で実施することも可とする。 

 

ウ．予定実施回数  

      ２講座  
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・１回を２時間とし、１講座あたり５回以上の連続講座とする。実施回数は、教育委員

会と相談の上決定する。 

（３）講座の運営について 

    ・上記に掲げる各講座の実施回数や開催場所、実施口座数など、講座内容や運営方法の詳

細については、教育委員会と協議のうえ決定するものとする。 

・講座の募集にあたっては、広報たいとう及び区公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ・Ｘ）に掲載する

とともに、チラシ等を作成し関係施設等に配付するなど、効果的な周知に努めること。 

・講座の応募人員が定員に達した場合は抽選により受講者を決定すること。なお、抽選方 

法の詳細については、教育委員会と協議のうえ決定するものとする。  

・実施方法等について、教育委員会と定期的に連絡会等による情報交換を行い、効果的な 

業務遂行に努めること。 

 

（４）その他 

①事業計画書の作成 

     受託者は、事業計画書を作成し、実施の４ヶ月前までに教育委員会に提出することとす

る。事業計画を変更する場合は、再提出することとする。 

②事業報告書の作成 

     受託者は、以下の事業報告書を、事業終了後速やかに教育委員会へ提出することとする。

なお内容は以下のとおりとし、書式については、教育委員会と協議のうえ定める。 

    ア．実施状況表（講座名・講師・回数・受講者数等） 

イ．事業報告書（コーディネート等の支援内容含む） 

 ウ．アンケート集計結果表 

エ．チラシ等 

③受講者アンケートの実施・集計 

 受託者は、各講座において受講者アンケートを実施することとする。なお、内容や書式

などの詳細については、教育委員会と協議のうえ決定する。また、アンケート実施後、指

定管理者は速やかに集計を行い、教育委員会へ報告を行うこととする。 

 

６．清島温水プール水泳教室に関する業務 

以下の事業については、現在｢水泳教室｣として実施しているものであり、指定管理者は、

教育委員会の委託事業として以下の事項に従い事業を実施することとする。なお、水泳教

室の指導員は、水泳指導に関する公的な機関や公益法人の資格を有する者、または有資格

者と同等の能力を持つと教育委員会が認める者を配置することとし、その他、具体的な内

容、実施方法、実施時期及び参加者の事故防止対策等は、教育委員会と協議のうえ決定す

ることとする。 
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特に、子供向け水泳教室については、事故防止対策として、事前に浮き具の装着基準や

水深調整台の設置ルール等を定めることとし、その他教室についても事故防止対策を教育

委員会と協議することとする。 

また、事業参加者は、区内在住・在勤・在学者とすることとする。 

各事業の実施回数については以下に掲げる回数を実施することとする。 

（１）初心者水泳教室 

対象   高校生等相当年齢以上（注） 

回数   ６回コースを年間２回 

内容   各種泳法を２５ｍ程度泳げるように指導する教室を実施 

 参加費  参加費は６回コースで５００円（保険料相当・利用料金含む） 

（注）高校生相当年齢以上とは、中学校卒業後の最初の４月１日から１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある者及びそれ以上の年齢をいう。以下同じ。 

 

（２）ウォーターエクササイズ 

     対象   高校生等相当年齢以上 

回数   ６回コースを年間２回 

内容   エクササイズ教室を実施 

参加費  参加費は６回コースで５００円（保険料相当・利用料金含む） 

 

（３）子供のための水泳ワンポイントレッスン 

     対象   ３歳以上小学校３年生以下 

     回数   年間１０回 

内容   子供を対象としたワンポイント指導 

     参加費  参加費は無料（ただし利用料金は利用者負担） 

 

（４）水泳ワンポイントレッスン  

対象   高校生等相当年齢以上 

回数   年間８回 

内容   高校生以上を対象としたワンポイント指導 

参加費  参加費は無料（ただし利用料金は利用者負担） 

 

（５）障害者水泳指導者講習会 

 対象   高校生等相当年齢以上 

回数   年間１回 

内容   障害者水泳の指導者養成講座（４日間程度） 
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参加費  参加費は無料 

※下記（６）障害者水泳体験会の講師として活用すること。 

 

（６）障害者水泳体験会 

 対象   小学生以上の障害者 

     回数   年間６回 

内容   ステップアッププログラムに向けた障害レベル・泳力レベルの把握及び 

カウンセリングを行う。 

参加費  参加費は無料 

 

（７）障害者水泳ジュニアレッスン 

     対象  小・中学生（障害者水泳体験会受講者） 

回数  ２回コースを年間１１回 

     内容  障害レベル・泳力レベルでグループ分けし、集団レッスンを実施 

     参加費 参加費は２回コースで５００円（保険料相当含む） 

 

（８）障害者水泳パーソナルレッスン 

     対象  小学生以上（障害者水泳体験会受講者） 

     回数  年間１１回 

     内容  障害レベル・泳力レベルに合わせ、マンツーマンレッスンを実施 

参加費 参加費は１回５００円（保険料相当含む） 

 

  （９）“スポーツの日”水泳イベント 

     対象  区内在住・在勤・在学者 

     回数  年間１回 

     内容  “スポーツの日”に、アスリートを招聘した水泳イベント（水泳教室等）を

実施 

     参加費 無料 

     ※当日は、施設の無料開放を実施する。 

 

７．自主事業に関する業務 

（１）各種教室事業 

①社会教育センター及び社会教育館 

     指定管理者は、概ね３ヶ月前までに定例会で協議し教育委員会の承認を得て、区民の

生涯学習ニーズに応えるための各種事業等の開設を企画・実施することができる。 
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ア．実施時間帯等 

自主事業の実施にあたり、社会教育センター及び社会教育館の会議室等を利用する場

合は、現在の利用状況を踏まえ、団体の計画的利用を妨げないよう周知する。 

また、事業の実施に利用できるコマ数は、各月において総利用可能コマ数の最大２０％

以内とする。 

 

イ．事業内容・料金 

参加者から受講料等として参加者に負担させることが適当と認められる料金を収受す

ることができる。事業内容及び料金は、指定管理者が定め、予めその内容を教育委員会

に提出し、承認を得ることとする。 

 

ウ．受講者について 

      事業参加者は、原則として区内在住・在勤・在学者とするが、必要に応じてこれ以 

外の者も参加できることとする。ただし、その場合は、区内在住・在勤・在学者を優 

先することとする。 

 

②清島温水プール 

指定管理者は、水泳教室等の自主事業を企画する場合、概ね３ヶ月前までに教育委員

会に提出し、定例会で協議のうえ、教育委員会の承認を得て実施できるものとする。 

ア．実施時間帯 

指定管理者が自主事業を実施できる時期及び時間帯は、繁忙期、繁忙時間を除き、教

育委員会の承認を得て、定めることとする。 

 

イ. 実施場所 

  指定管理者が自主事業を実施できるレーンは、最大２レーンとする。 

 

ウ．事業内容・料金 

指定管理者は、参加者から受講料等として参加者に負担させることが適当と認められ

る料金を収受することができる。ただし、指定管理者が実施する事業は、区民が広く参

加できる内容及び低料金とし、特定の団体等のみに貸し出すことは認めない。なお、水

泳教室等の指導員は、指導に関する公的な機関や公益法人の資格を有する者、または有

資格者と同等の能力を持つと教育委員会が認める者を配置することとし、その他、事業

内容及び料金は、指定管理者が定め、予めその内容を教育委員会に提出し、承認を得る

こととする。   
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エ．受講者について 

     事業参加者は、原則として区内在住・在勤・在学者とするが、必要に応じてこれ以外 

の者も参加できることとする。ただし、その場合は、区内在住・在勤・在学者を優先 

することとする。 

 

    オ．参加者の事故防止対策について 

      指定管理者は、事業の企画にあたり、参加者の事故防止対策を検討し、その内容を

事業内容等と併せて教育委員会に提出し、承認を得ることとする。特に、子供向け水

泳教室については、事故防止対策として、事前に浮き具の装着基準や水深調整台の設

置ルール等を定めることとする。 

 

（２）利用者サービス向上のための物販事業 

  社会教育センター等施設内において、利用者のサービス向上に資することを目的とし

た物販事業等をすることができる。ただし、この場合においては、販売する物品の内容、

販売料金、販売場所、その他必要な事項について予め教育委員会の承認を得ることとす

る。また、施設の目的外使用に該当するため、教育委員会が定める規定に従い使用料を

教育委員会に納入することとする。 

なお、自動販売機等の電力を消費するものを設置した場合は、個別メーターを取り付

ける等の方法により、消費電力（待機電力を含む）を把握することとし、その利用にか

かる電気代について、自主事業にかかる会計から、管理運営業務にかかる会計に繰り入

れることとする。 

 

８．その他の業務 

（１）事業計画書の作成 

指定管理者は、毎年度当初に事業計画書を作成し、教育委員会に提出することとする。 

また、次年度事業計画書（案）については毎年区の予算編成にあわせて作成し、教育

委員会に提出することとする。内容は事業計画、収支予算等とし、作成にあたっては教

育委員会と調整を図ることとする。 

 

（２）事業報告書の作成 

     指定管理者は、以下の事業報告書を、指定する期日までに教育委員会へ提出すること

とする。なお内容は以下のとおりとし、書式については、教育委員会と指定管理者と協

議のうえ定める。 

    また、施設ごとに業務日誌を作成し、いつでも閲覧できる状態にしておくこととする。 



 

- 30 - 

① 月次事業報告書（翌月の１０日まで） 

ア．利用実績（利用者数、利用団体数、教室参加者数、利用料金収入等） 

イ．管理運営業務の実施状況 

ウ．その他 

② 四半期事業報告書（各締め月の翌月末まで） 

ア．利用実績（利用者数、利用団体数、教室参加者数、利用料金収入等） 

イ．管理運営業務の実施状況 

ウ．利用状況分析報告等 

エ．収支計算書等 

オ．その他 

③ 年次事業報告書（翌年度の４月末まで） 

ア．利用実績（利用者数、利用団体数、教室参加者数、利用料金収入等） 

イ．管理運営業務の実施状況 

ウ．利用状況分析報告等 

エ．収支計算書等 

オ．自己評価 

カ．その他 

 

（３）利用者満足度調査及び自己評価 

指定管理者は、利用者の立場に立ち、良質かつ適切なサービスを提供するよう意見や

要望及び運営上の具体的な問題点等を把握し、改善に努めることとする。 

①指定管理者は、利用者の意見や満足度に関する調査を年１回以上実施すること。結 

果については、教育委員会に報告することとする。 

②指定管理者は、利用者満足度調査の結果及び利用実績の分析により、施設管理実績 

の評価を行うこととする。 

③上記①及び②の調査項目、評価項目並びに時期等については、教育委員会と協議の 

うえ決定することとする。 

 

（４）労働環境モニタリング 

区は、指定管理者施設従業員の労働環境を専門的な見地から確認するため、社会保 

険労務士等による現地確認、書類審査、ヒアリング等を行う。 

 

（５）経理に関すること 

①区分会計の独立 

    管理運営にあたっては、次の内容ごとに独立して帳簿等の管理を行うこととする。 
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・施設の管理運営（生涯学習推進事業及び水泳教室事業を含む） 

・自主事業 

 

②管理口座 

施設の管理運営に係る経費の収入及び支出は、団体本体の口座とは別の口座で管理

することとする。なお、団体本体の口座から一旦経費を支出し、相当金額について当

該管理口座から団体本体の口座に振り替えた場合は、その支出に係る伝票及び帳簿と

当該管理口座の通帳の内容について、各月ごとに、容易に確認できるようにしておか

なければならない。 

③利子収入の取扱い 

管理口座について、預金利子が発生した場合は、施設の管理運営会計の収入とする

こととする。 

④経費の流用 

収支計画における支出科目のうち、修繕費及び備品購入費については、精算の対象

となるため、他の科目との流用はできないこととする。ただし、当該費目の予算が不

足し、区が特に必要と認めたときは、この限りではない。なお、精算の要否の判定は、

全施設の合算金額で行うが、収支決算にあたっては、各施設ごとの内訳が分かるよう

にすることとする。 

⑤公共施設予約システムについて 

公共施設予約システムの保守管理にかかる経費及び故障等による復旧経費は、区で

負担する。 

ただし、消耗品等の運用にかかる経費については、指定管理者が負担する経費に含

まれることとする。 

 

（６）区及び教育委員会への協力及び関係機関との調整 

指定管理者は、必要な範囲において区及び教育委員会が実施する事業に協力するこ

ととする。また、社会教育センター他４施設全てが複合施設であるため、関係機関と

の連絡調整会議等を適宜開催し、施設管理運営を円滑に行うこととする。 

 

（７）緊急時、災害発生時の対応 

区は、天災地変等の発生により緊急の必要があるときは、当該施設を地域住民の避

難場所、援助物資の保管倉庫等に使用するなど、指定管理者に対して管理運営業務の

変更等について必要な対応を指示するものとし、指定管理者はこれに誠実に応じるこ

ととする。 
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（８）関係法令の遵守に関すること 

     指定管理者は、業務を遂行する上で、以下の法令を遵守することとする。 

①地方自治法、行政手続法ほか行政関係法令 

②労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令 

③施設維持、設備保守点検に関する法令 

④個人情報の保護に関する法律 

⑤東京都台東区個人情報保護条例 

⑥東京都台東区情報公開条例 

⑦東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例並びに同施行規則 

⑧東京都台東区体育施設条例及び同施行規則 

⑨その他関係法令 

 

（９）個人情報に関すること 

指定管理者は個人情報保護法、東京都台東区個人情報保護条例等を遵守し、個人情

報の漏洩がないようにすることとする。また、業務上知り得た秘密を他に漏らし、ま

たは自己の利益のために利用してはならない。なお、指定期間終了後及び指定管理者

の取消後並びに従事者が職務を退いた後も同様とする。 

 

（１０）文書管理に関すること 

指定管理者は、指定期間中の文書の管理について、教育委員会の指示に基づき、年

度、分野別に分類し、適切に管理することとする。 

①利用申請書等の保管 

利用申請書等は、教育委員会の指示に基づき適切に保管し、必要に応じて教育委員

会に引き継ぐこととする。 

②記録の保管 

本業務の実施に伴って作成・整備した図面・記録類について、汚損、紛失等のない

よう適切な方法で保管し、次期指定管理者に引き継ぐこととする。 

③情報の公開 

      区民が利用する公共施設の管理であることを認識し、東京都台東区情報公開条例に

より、施設の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるこ

ととする。 

    ④文書廃棄 

      指定管理者は個人情報保護法、東京都台東区個人情報保護条例等に留意し、適切に

文書を廃棄することとする。 
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（１１）保険に関すること 

指定管理者の責に帰すべき事由により、区及び教育委員会または第三者に損害を与

えた場合は、指定管理者においてその損害を賠償することとする。 

     そのため、損害賠償責任保険に加入するものとする。なお、施設全体に対する火災

保険については区で加入する。 

 

（１２）引継業務 

指定管理者は、指定期間満了または指定停止に伴う管理運営の終了にあたって、教

育委員会及び次期指定管理者に対して必要な引継を行うとともに、その管理運営の開

始準備に必要な協力をすることとする。 

なお、業務の引継にあたっては、利用者の利便性を考慮し、管理運営の継続性を維

持するように配慮しなければならない。 

 

（１３）キャッシュレス決済に係る契約について 

       指定管理者は、区の指定する決済代行事業者と契約することとする。 

なお、運用については区の定める規定に従うこととする。 


